
地域内フィーダー系統に係る地域公共交通確保維持事業の詳細

0地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金に関する事項

(地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱第17条第2項第1号~第4号関係)

0山形県地域公共交通計画<施策・事業3-2-1>地域内交通ネットワークについて、市内
関係者及び隣接地域の意見を踏まえた改善や見直しの検討等を定期的に行う。
・地域公共交通会議おける、村内交通ネットワークの課題に関する年1回程度の定期的な
協議・検証、及び、系統・便数・運行ダイヤ等の見直し・改善(鮭川村)

0山形県地域公共交通計画<施策・事業1 -1 -1><1 -2-1>によって整備・運用さ
れている山形県地域公共交通情報共有基盤に対し、GTFS-JP等のデータを適時適切に提供す

る。(鮭川村、事業者)

・ GTFS-JP の作成・提供(鮭川村)

0山形県地域公共交通計画の<施策・事業3-1-1>に基づき、特に本事業の対象路線・
サービスが接続する地域間交通ネットワークの維持・強化を図る。(鮭川村)

・地域公共交通計画の<施策・事業2-1-1>によって導入される交通系 IC力ードに

ついて、村民や来訪者への普及啓発(事業者、鮭川村)

・本事業対象路線・サービスに対して交通系 IC力ードの導入の検討(鮭川村、事業者)
0その他、公共交通サービスの利用促進や改善のための事業を実施する。

地域公共交通確保維持事業の内容及び実施主体に関する詳細

2.運行系統の,概要及び運送予定者

市町村名:鮭川村

1地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱「表1」を作成し添付

則IW

0山形県地域公共交通計画大目標数値目標2の鮭川村相当分の達成

・県全体目標値旧標年度R6年度末)

R ES A Sの移動実態数値(本県への来劼者数等):県外60,000人、県内 70,000人

・鮭川村目標値(目標年度R6年度末)

県外 122 人、県内 650 人

0山形県地域公共交通計画中目標(3)数値目標3の鮭川村相当分の達成

・県全体目標値(目標年度R6年度末)

市町村総合交付金対象路線・サービス(本計画対象系統を含む地域内交通ネットワーク

全体)の人口あたりの乗車人員:2'50 回/人

・鮭川村の目標値慣標年度R6年度末)

2.75 回/人(直近年度の実績 11,515 人)

0山形県地域公共交通計画中目標(3)数値目標4の鮭川村相当分の達成

・県全体目標値帽標年度R6年度末)

市町村の移動サービスに対する負担額

フ,203 万 6 千円(直近年度の実績 5,602 万 8 千円)地域鉄道

路線バス 4億 6,000 万円(直近年度の実績 5 億 926 万 7 千円)

コミュニティノ快:4億 4,000 万円(直近年度の実績 4億 9,030 万 1 千円)

デマンド交通:1 億 5,000 万円(直近年度の実績 1 億 9,722 万 8千円)

1億円 (直近年度の実績0円)タクシー

3 運行系統の利用者の数、収支、費用に係る国又は地方公共団体の支出の額その

他の定量的な目標・,効果及びその評価手;去・測定方法



鮭川村目標値

路線バス

デマンド交通

0上記目標を達成するための細目標の達成(年次目標)

日下・真室川線(国庫補助対象路線)の年間利用者数:1,700人以上(直近年度の実績1,557

人)

大芦沢・豊里駅線(国庫補助対象路線)の年間利用者数:1,400人以上(直近年度の実績

1,365 人)

羽根沢・新庄線(国庫補助対象路線)の年間利用者数:6,500人以上(直近年度の実績6,440

人)

予約制乗合バス(村タ"(国庫補助対象路線)の年間利用者数:2,500人以上(直近年度の

実績 2,巧3 人)

予約制乗合バス(村内)(国庫補助対象路線)の年間利用者数:2,500人以上(直近年度の

実績 2,153 人)

帽標年度R6年度末)

28,332,弘7円(直近年度の実績 28,332,547円)

18,888,365円(直近年度の実績 18,888,3飾円)

日下・真室川線の収支率:2 %以上(直近年度の実績 1.92%)

大芦沢・豊里駅線の収支率:1.5%以上(直近年度の実績 1'21%)

羽根沢・新庄線の収支率:5%以上(直近年度の実績4.99%)

予約制乗合バスの収支率:1,フ%以上(直近年度の実績1.69%)

日下・真室川線への鮭川村負担額 5,666,508円(直近年度の実績 5,666,508円)

大芦沢・豊里駅線への鮭川村負担額 10,766,368円(直近年度の実績 10,766,368円)

羽根沢・新庄線への鮭川村負担額 11,899,671円(直近年度の実績 11,899,671円)

予約制乗合バスへの鮭川村負担額 18,888,365円(直近年度の実績 18,888,365円)

卿1冊

※予約制乗合バスは全体で一契約となっていることから、収支率及び負担額について分

割することが困難なため合算したものを記載しています。

0事業の効果

・上記路線を維持することにより、村内の高齢者等の日常生活に必要不可欠な移動手段か

確保される。また、幹線・支線のネットワークが連携することで、効率的な運行体系か

実現できる。さらには、外出促進・地域活性化にもつながる。

0上記目標・細目標の評価手法・測定方法

・上記目標・細目標の年度毎の達成状況について、最新のRESASの数値や事業者等か

ら提出された利用者数・収支率等の実績を基に、鮭川村公共交通会議や山形県地域公共

交通活性化協議会において評価・検討を行う。

4.地域公共交通確保維持事業に要する費用の総額、負担者及びその負担額
地域公共交通確保維持事業によって運行の維持を図る日下・真室川線、大芦沢・豊里駅線、

羽根沢・新庄線、予約制乗合バスの各路線について、その運行に係る費用総額47,220,912円
のうち、鮭川村から運行事業者への委託料については、運行収入及び国庫補助金を運行経費
から差し引いた差額分を負担することとしている。

また、日下・真室川線、大芦沢・豊里駅線、羽根沢・新庄線、予約制乗合バスへの上記鮭
川村の委託金額も含めた明1絲氏(山形県市町村総合交付金申請予定事業一覧)」に記載された
交通サービスに対する鮭川村の負担については、山形県市町村総合交付金交付要綱に基づき、
一定額を県が負担する。



0車両減価償却費等国庫補助金に関する事項

仕也域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱第21条第1号~第4号関係)

5 車両の,取得に係る目的・必要性

該当なし

車両減価

6 車両の取得に係る定量的な、目標・効果

(1)事業の目標

【両減価

1該当なし

等国庫助金を受けようとする合のみ】

(2)事業の効果

1該当なし

等庫補金を受けようとする合のみ】

7 車両の取得計画の概要及び車両の取得を行う事業者車両減価

助金を受けようとする厶のみ

該当なし

別1冊

8 車両の、取得に、要する費用の総額',1,負担者とその負担額

該当なし

金を受1>ようと、する場厶のみ

0その他申請に関する事項

9 協議会の開催状況と主な議論

0 山形県地域公共交通活性化協議会(全体協議会)

<令和2年度>

・令和 2年4月23日(第 1 回):協議会の設立、公開原則の議決等

・令和 2年7月15日(第 2 回):地域公共交通計画策定に向けた議論

・令和 2年10月26日(第 3 回):地域公共交通計画骨子案の議論
・令和 3年1月28日(第4 回):地域公共交通計画素案の議論

・令和 3年3月23日(第 5 回):地域公共交通計画案の議論
<令和3年度>

・令和3年6月日(第1 回):国庫補助要綱改正を踏まえた地域公共交通計画の修正につい
ての議論

0 山形県地域公共交通活性化協議会(地域別部会)

<令和2年度>

山形県地域公共交通活性化協議会最上地域別部会

・令和2年10月5日(第 1 回):地域公共交通計画策定に向けた地域課題の整理
・令和3年1月19日(第2 回):地域公共交通計画素案に対する地域の意見整理

0 山形県主催の補助要綱改正等の内容説明会
・令和3年4月20日:補助要綱の改正とそれに伴う県計画の修正の説明・質疑応答

等庫補

両減価却費



10

山形県地域公共交通活性化協議会及びその地域別部会については、原則すべての資料及び議
事が協議会事務局(山形県)により鮭川村民も含めた県民全てに公開され、議事やその他地域
公共交通に関する意見の提供ができる状況にあり、提供された意見については、施策の反映に
つなげている。

本村の地域公共交通会議においても利用者の代表者を委員として選出し、提出された意見等

を運行に反映している。

利用者等の意見の反映状況

1 1

地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱「表5」を作成し添付

地域公共交通確保維持改善事業を行う地域の概要

臣司

【本計画に関する担当者・連絡先】

(住所)山形県最上郡鮭川村大字佐渡2003-フ

(所属)住民税務課

(氏名)山本康平

(電話) 0233-55-2111

(e-ma i D se ikatu@v i n . sake 則a. 1



表1 地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び運送予定者(地域内フィーダー系統)

市区町村名 運送予定者名

鮭川村

愉新庄輸送サービス

欄新庄輸送サービス

欄新庄輸送サービス

運行系統名
(申請番号)

(注)

1.区域運行及び乗用タクシーによる運行の場合は、運行系統の「経由地」1こ営業区域を記載する区ととし、「起点」、「終点」及び「系統キロ程」について記載を要しない。

2.「系統キロ程」1こついては、小数点第1位(第2位以下切り捨て)まで記載すること。なお、循環系統の場合には、往又は復のどちらかの欄にキロ程を記載し、もう片方の欄に「循環」と記載すること。

3.「利便増進特例措置」については、地域公共交通利便増進計画の認定を受け、地域内フィーダー系統に係る特例措置の適用(別表9)を受けて補助対象となる場合のみ「0」を記載すること。

4.「運行態様の別」については、路線定期運行、路線不定期運行、区域運行、乗用タクシーによる運行の別を記載すること。

5.「補助対象地域間幹線系統等と接続の確保」については、地域内フィーダー系統が接続する補助対象地域問幹線系統又は地域問交通ネットワークとどのように接続を確保するかについて記載すること。

6.乗用タクシーによる運行の場合は、「運行系統名」「利便増進特例措置」について記載を要しない。

フ.本表に記載する運行予定系統を示した地図及び運行ダイヤを添付すること。乗用タクシーによる運行の場合は、営業区域を示した地図を添付すること。

槻新庄輸送サービス

( 1 ) 日下・真室川線

欄新庄輸送サービス

②大芦沢,豊里駅線

(3)

運行系統

起点

羽根沢・新庄線

(4)予約制乗合バス(村外)

経由地

鮭川村役堪

(5)予約制乗合バス(村内)

大芦沢

豊里駅

終点

系統
キロ程

羽根沢品泉

旧曲M促丙馬前

盟官剛トイ斥圖,f

村内全域

(新庄駅前、県立病院前、真室川

駅前、町立真室川病院)

三十画

運イテ

日数

役場前

往 10.1 km

復 10.1 krYI

真室川駅前

三十画

運イテ

回数

往 153 km

復 153 km

県立病院前

村内全域

241日

往 19.5 km

復 195 km

1084.5回

241日

運行態様の別

km

kr"

地域内フィーダー系統の基準適合
く別表7及び別表9)

843.5回

241日

路線定期運行

1084.5回

kr"

k『η

241日

基準ハで
該当する
要件

路線定期運行

241日

723回

路線定期運行

補助対象地域間幹
線系統等と接続の
確保

②m

1446回

E^

区域運行

②①

真室川駅前停留所で
dR奥羽本線と接続

区域運行

②側

豊里駅停留所でJR
奥羽本線駅と接続

基準ホで該
当する要件
(別表7のみ)

②①

新庄駅前停留所でJ
R奥羽本線等と接続

②m

新庄駅前停留所でJ
R奥羽本線等と接続

②

羽前豊里駅前停留所
でdR奥羽本線と接続

②

②

②

②

利
便
増
進
特
例
措
置

往
復

往
復



表1 地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び運送予定者(地域内フィーダー系統)

市区町村名 運送予定者名

総新庄輸送サービス

繍新庄輸送サービス

欄新庄輸送サービス

運行系統名
(申請番号)

C主)

1.区域運行及び乗用タクシーによる運行の場合は、運行系統の「経由地」に営業区域を記載することとし、「起点」、「終点」及び「系統キロ程」について記載を要しない。

2,「系統キロ程」1こついては、小数点第1位(第2位以下切り捨て)まで記載すること。なお、循環系統の場合には、往又は復のどちらかの欄にキロ程を記載し、もう片方の欄に「循環」と記載すること。

3,「利便増進特例措置」につぃては、地域公共交通利便増進計画の認定を受け、地域内フィーダー系統に係る特例措置の適用(別表9)を受けて補助対象となる場合のみ「0」を記載すること。

4.「運行態様の別」については、路線定期運行、路線不定期運行、区域運行、乗用タクシーによる運行の別を記載すること。

5.「補助対象地域間幹線系統等と接続の確保」につぃては、地域内フィーダー系統が接続する補助対象地域間幹線系統又は地域間交通ネットワークとどのように接続を確保するかについて記載すること。

6.乗用タクシーによる運行の場合は、「運行系統名」「利便増進特例措置」について記載を要しない。

フ.本表に記載する運行予定系統を示した地図及び運行ダイヤを添付すること。乗用タクシーによる運行の場合は、営業区域を示した地図を添付すること。

株新庄輸送サービス

( 1 ) 日下・真室川線

欄新庄輸送サービス

②大芦沢・豊里駅線

(3)

運行系統

起点

羽根沢達斤庄線

(4)予約制乗合バス(村外)

経由地

鮭川村役堀

(5)予約制乗合バス(村内)

大芦沢

豊里駅

終点

系統
キロ程

羽根促遷泉

旧曲誰1保市所前

占τ,臣,MR'

村内全域

(新庄駅前、県立病院前、真室川
駅前、町立真室川病院)

ヨ十画

運行

日数

役場前

往 10.1 km

復 10.1 km

真窒川駅前

三十画

運行

回数

往 153 km

復 15.3 km

興立病院前

村内全域

往 195 km

復 19.5 km

日

日

回

運行態様の別

kr"

地域内フィーダー系統の基準適合
(別表7及び別表9)

日

kr"

回

路線定期運行

km

km

基準ハで
該当する
要件

日

回

路線定期運行

日

回

路線定期運行

補助対象地域間幹
線系統等と接続の
確保

②川

[三垂亙コ

回

区域運行

②①

真室川駅前停留所で
JR奥羽本線と接続

区域運行

②m

豊里駅停留所でJR
奥羽本線駅と接続

基準ホで該
当する要件
(別表7のみ)

②①

新庄駅前停留所でd
R奥羽本線等と接続

②①

新庄駅前停留所でJ
R奥羽本線等と接続

③

羽前豊里駅前停留所
でdR奥羽本線と接続

③

③

③

③

利
便
増
進
特
例
措
置

往
復

往
復



表1 地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び運送予定者(地域内フィーダー系統)

市区町村名 運送予定者名

側新庄輸送サービス

株新庄輸送サービス

欄新庄輸送サービス

運行系統名
(申請番号)

(注)

1.区域運行及び乗用タクシーによる運行の場合は、運行系統の「経由地」1こ営業区域を記載する区ととし、「起点」、「終点」及び「系統キロ程」1こついて記載を要しない。

2.「系統キロ程」1こついては、小数点第1位(第2位以下切り捨て)まで記載すること。なお、循環系統の場合には、往又は復のどちらかの欄にキロ程を記載し、もう片方の欄に「循環」と記載すること。

3.「利便増進特例措置」については、地域公共交通利便増進計画の認定を受け、地域内フィーダー系統に係る特例措置の適用(別表9)を受けて補助対象となる場合のみ「0」を記載すること。

4.「運行態様の男山については、路線定期運行、路線不定期運行、区域運行、乗用タクシーによる運行の別を記載すること。

5.「補助対象地域間幹線系統等と接続の確保」については、地域内フィーダー系統が接続する補助対象地域間幹線系統又は地域間交通ネットワークとどのように接続を確保するかについて記載すること。

6.乗用タクシーによる運行の場合は、「運行系統名」「利便増進特例措置」について記載を要しない。

フ.本表に記載する運行予定系統を示した地図及び運行ダイヤを添付すること。乗用タクシーによる運行の場合は、営業区域を示した地図を添付すること。

欄新庄輸送サービス

( 1 ) 日下・真室川線

鬮新庄輸送サービス

②大芦沢・豊里駅線

(3)

運行系統

起点

③

羽根沢・新庄線

(4)予約制乗合バス(キす外)

経由地

鮭川村役場

(5)予約制乗合バス(村内)

大芦沢

豊里駅

終点

系統
キロ程

羽根沢温泉

旧曲川促画所前

丑T ■乳,E●ユτ{

村内全域

(新庄駅前、県立病院前、真室川
駅前、町立真室川病院)

三十画

運イ子
日数

役場前

往 10l km

復 10.1 km

真室川駅前

往 153 km

復 153 km

県立病院前

村内全域

往 19.5 km

復 19.5 krΥ1

日

日

回

運行態様の別

k rヤ'1

krη

地域内フィーダー系統の基準適合
(別表7及び別表9)

日

回

路線定期運行

krη

kr"

基準ハで
該当する
要件

日

回

路線定期運行

日

回

路線定期運行

補助対象地域間幹
線系統等と接続の
確保

②①

[Σ亘亙亙ヨ

回

区域運行

②m

真室川駅前停留所で
JR奥羽本線と接続

区域運行

②m

豊里駅停留所でdR
奥羽本線駅と接続

基準ホで該
当する要件
(別表7のみ)

②①

新庄駅前停留所でJ
R奥羽本線等と接続

②①

新庄駅前停留所でJ
R奥羽本線等と接続

③

羽前豊里駅前停留所
でJR奥羽本線と接続

③

③

③

利
便
増
進
特
例
措
置

画
行
数

計
運
回

往
復

往
復



表1 地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び運送予定者(地域内フィーダー系統)

市区町村名 運送予定者名

欄新庄輸送サービス

株新庄輸送サービス

欄新庄輸送サービス

運行系統名
(申請番号)

6主)

1.区域運行及び乗用タクシーによる運行の場合は、運行系統の「経由地」1こ営業区域を記載することとし、「起点」、「終点」及び「系統キロ程」1こついて記載を要しない。

2.「系統キロ程」にっいては、小数点第1位(第2位以下切り捨て)まで記載すること。なお、循環系統の場合には、往又は復のどちらかの欄にキロ程を記載し、もう片方の欄に「循環」と記載すること。

3.「利便増進特例措置」にっいては、地域公共交通利便増進計画の認定を受け、地域内フィーダー系統に係る特例措置の適用(別表9)を受けて補助対象となる場合のみ「0」を記載すること。

4.「運行態様の別」については、路線定期運行、路線不定期運行、区域運行、乗用タクシーによる運行の別を記載すること。

5.「補助対象地域間幹線系統等と接続の確保」1こつぃては、地域内フィーダー系統が接続する補助対象地域間幹線系統又は地域間交通ネツトワークとどのように接続を確保するかにっいて記載すること。

6、乗用タクシーによる運行の場合は、「運行系統名」「利便増進特例措置」について記載を要しない。

フ.本表に記載する運行予定系統を示した地図及び運行ダイヤを添付すること。乗用タクシーによる運行の場合は、営業区域を示した地図を添付すること。

総新庄輸送サービス

a) 日下・真室川線

欄新庄輸送サービス

②大芦沢・豊里駅線

(3)

運行系統

起点

羽根沢・新庄線

(4)予約制乗合バス(村外)

経由地

蛙川村役塀

(5)予約制乗合バス(村内)

大芦沢

豊里駅

終点

系統
キロ程

羽根促温泉

旧曲川保"所煎

亘'四玉 1酉r¥'

村内全域

(新庄駅前、県立病院前、真室川
駅前、町立真室川病院)

三十画

運行

日数

役場前

往 10l km

復 10.1 km

真窒川駅前

往 153 km

復 15.3 k巾

県立病院前

村内全域

往 195 km

復 19.5 km

日

日

回

運行態様の別

地域内フィーダー系統の基準適合
(別表7及び別表9)

krη

krn

日

回

路線定期運行

krη

krn

基準ハで
該当する
要件

日

回

路線定期運行

日

回

路線定期運行

補助対象地域間幹
線系統等と接続の
確保

②①

E^

回

区域運行

②①

真室川駅前停留所で
JR奥羽本線と接続

区域運行

②a)

豊里駅停留所でJR
奥羽本線駅と接続

基準ホで該
当する要件
(別表7のみ)

②①

新庄駅前停留所でJ
R奥羽本線等と接続

②①

新庄駅前停留所でJ
R奥羽本線等と接続

③

羽前豊里駅前停留所
でJR奥羽本線と接続

③

③

③

③

利
便
増
進
特
例
措
置

画
行
数

計
運
回

往
復

往
復



1 路線バス路線図
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田ノ沢公民館前

田の沢

上芦沢'
旧芦沢分校前
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羽根沢温泉・

温泉入口

旧曲川保所前

.中組

川崎'

旧曲川小前

日下・室川線

大芦沢・豊里線

羽根沢・新庄線

本村

室川役場口

真室川役前

町立真室川病院.

木の下入口
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1 予約制乗合バス路線図

区域運行

新庄市内行き

室川町内行き

1-
.島脅,寄偽、,・
、^亀留',膚".冨、倉、'

,^,層11'
"、異1器置、
臥、嬬ト、*,

'..,..,

1'、'、',^、'・'、.蔆驫'..'、_・'1虚4',
"ー゜':i^'々'▼,','、,.;^々'也

'遜号勇^隆邸t・".,必屍加",1"ノ、、f為左,璽1 、〆4多^才念"●膨候多^ー,"●ず像写,.仁、t;必炉、1 ノ疹^!."・_舮,ず無肱鄭姥'1,,J 。.ξ,ず劃むセ晦電薦ン4'4
・"^'1^'礎^^、・・"1',^"翻;、,儷欝,h名得所.,,イ',,,,'鯵1、'1点ι寂^姦._イ゛,ン告鯵慰鯱、

宅会,'6戸唇一隆'広知、.雫1髄声島゛'1ラ"'i.,'、*",4、,砺^.
ず、^亀1渉嗣1幾窒;弓礁暖,奪、、'・,曹,が急1、."・、^_後,〆'県五新臣病臣蔀溢豊"1念判',亀写゛や●.又'ダN■曳一¥愈,心Wドム、一)^,1巨.,^会〆_..・》倹●i1ミE皀,,膨ξ漢輪4'LP・Jヌ

、

kノ

.^ー

ー.＼

風

.

P
居

/

.
,

4
J
々

/
/

'
,
サ

卸■
●

'
亨§ノ

会
払
児

'
畜

.

.
ゞ
一
一

、
●
佃
盟

'
▲
■
●
毛

ム

り
、
一
直
阜

゛
'
一
.
嘔

ー
.
'
、

ー
、

室
"

■
昏■

■
■
■
煕

■
盟
冨

イ
.

ず

,
ー

/
,

畠

、
'
r

'

,

,

一

、
f
¥
、



0日下~真室川線

鮭川村役場前

佐

山

真室川行き

山の神入口

の

月

渡

フ:20

神

フ:21

さけまる住宅前

724

9:20

石名坂十字路

726

9:21

中

1050

塚

727

924

石

1051

728

926

木の下入口

里

名

1054

1330

フ:29

927

新

駅

1056

坂

1331

731

9:28

町立病院則

1057

1334

町民体

月リ

732

9:29

真室川役場口

1058

東

1336

733

931

1059

町

1337

東

736

932

町

1 卞01

真室川駅前

1338

737

933

鮭川村役場行き

室川駅則

東

館

1卞02

真室川役場前

1339

739

936

東

2

8:15

1卞03

1341

真室川役場口

フ:41

937

町民体

町

8:16

1卞06

1342

町立病院前

フ:43

939

町

1卞30

8:17

1卞07

町

1343

新

フ:44

9:41

1 卞31

820

1卞09

木の下入口

1346

2

フ:47

9:43

1卞32

1425

8:22

館

1 卞11

1347

フ:48

9:44

1 1:35

14:26

8:23

1 卞13

1349

中

フ:49

里

9:47

1 1:37

14:27

町

17:15

825

1 卞14

石名坂十字路

1351

9:48

石

駅

1卞38

1430

17:16

8:27

11:17

1353

さけまる住宅前

9:49

名

1卞40

1432

17:17

月U

8:28

1835

1 卞18

1354

1卞42

1433

坂

1720

831

1836

1 卞19

1357

月

1卞43

1435

1722

832

1837

1358

山の神入口

1卞46

1437

1723

833

1840

13:59

山

1卞47

1438

j[

17:25

835

18:42

佐

11:48

14:41

17:27

836

18:43

の

鮭川村役場前

1卞50

14:42

1728

837

18:45

1 卞51

14:43

神

1731

838

1847

1卞52

14:45

渡

1732

839

1848

1卞53

14:46

1733

843

1851

1卞54

14:47

1735

844

1852

1卞58

14:48

1736

1853

1 1:59

14:49

1737

1855

1453

1738

1856

1454

1739

1857

17:43

1858

17:44

1859

19:03

19:04

土昜月り百室

育

豊

立

京

立

京

豊

真

ノ
イ

育



0大芦沢~豊里駅線

大

田の沢公民館前

田

上

旧芦沢分校前

の

下

沢

下芦沢公民館前

旧曲川保育所前

沢

650

豆里駅行

中

沢

652

川

653

旧曲川小剛

沢

655

820

本

656

822

/」、

657

823

大

上野公民館前

組

658

825

田の沢公民館前

上

崎

フ:00

826

田

観

^

フ:01

827

上

西

村

フ:02

野

828

旧芦沢分校前

こまどの保育所

杉

フ:03

の

830

下

庭

沢

フ:04

831

下芦沢公民館前

口

フ:06

832

10:00

旧曲川保育所前

鮭

沢

寺

フ:09

833

10:02

中

沢

村

フ:10

土

834

川

川

10:03

南

土井入口

真室川駅則

フ:13

836

旧曲川小 月U

10:05

石名坂十字路

沢

月

フ:14

中

839

石

本

10:06

中

井

真室川役場口

フ:16

840

/」、

10:07

^

町立病院前

フ:18

名

月リ

843

石

上野公民館前

10:08

木の下入口

組

新

フ:19

844

里

上

10:10

新

崎

坂

木の下入口

722

名

^

846

観

10:1 1

町

723

駅

848

西

10:12

真室川役場口

村

坂

中

12:15

724

野

戸沢イ子

849

こまどの保育所

10:13

真室川役場前

杉

里

"、.'、

石名坂十字路

12:17

フ:25

月リ

病院剛

852

庭

10:14

石

南

726

12:18

853

町

10:16

駅

室川駅別

口

町

1220

727

14:10

854

鮭

10:19

名

寺

石

^

鮭

1222

14:12

855

土井入口

1020

月Ⅱ

村

12:23

土

川

14:13

856

南

坂

1023

名

土井入口

川

庭

1225

14:15

857

石名坂十字路

1024

月

^

中

こまどの保育所

12:26

石

14:17

9:00

坂

中

10:26

中

土

井

西

1227

14:18

9:01

1028

名

月リ

観

1228

石

9:03

1420

^

石名坂十字路

1029

月U

上

1229

里

14:21

9:04

井

1032

坂

名

上野公民館前

1231

9:06

14:22

月

月

1033

駅

1」、

1233

9:08

1423

山

1034

16:00

里、

坂

本

1234

1424

佐

村

1035

16:01

^

月リ

旧曲川小別

1236

1426

鮭川村役場前

寺

1036

16:02

川

1238

の

1428

1037

口

16:03

塚

1735

中

1239

1429

1038

16:04

1736

旧曲川保育所前

1242

1431

杉

10:42

1606

神

1737

下芦沢公民館前

1243

1433

村

10:43

1608

渡

1738

下

1246

1434

^

10:46

1609

1739

旧芦沢分校前

1247

1437

崎

1050

16:11

17:41

上

1248

1438

組

1051

16:13

芦

17:43

12:49

田

14:41

16:14

17:44

田の沢公民館前

1250

オ 4:42

16:17

芦

17:46

大

1251

14:43

沢

16:18

17:48

の

1253

1444

1621

17:49

1254

14:45

沢

1622

1752

1255

14:46

沢

1623

1753

1256

14:48

16:24

1756

1258

14:49

沢

16:25

1757

1259

1450

1626

1758

1301

1451

1628

1759

1453

1629

1800

1454

1630

1801

1456

1631

1803

1633

1804

1634

1805

1636

1806

1808

1809

18:1 1

1玩月U百室

立

役j

真

豊

芦

芦

高

芦

高

音

芦

音

芦

芦

芦

高

高

立

豊

音

京

高

高

豊



0羽根沢~新庄線

羽根沢
:白
ノ旦Ⅱ

羽根沢本村

泉入口

/OD

/ハ

泉

和

655

旧中渡保育所前

L代y'

水

中

656

田

段

657

羽根沢

田

新

フ:00

ノ

元イJ

フ:01

羽根沢本村

泉'入口

渡

役

温

フ:02

1」、

下

太陽館別

泉

フ:03

清

渕

場

上

フ:04

和

9:00

旧中渡保育所前

木

向居入口

フ:05

水

中

9:01

^

大

月リ

川

フ:06

田

f又

9:02

^

1230

川口入口

フ:09

田

新

9:05

渕

1231

口

叶

フ:10

ノ

9:06

1232

泉

フ:1 1

渡

役

9:07

14:40

橋

1235

あた

フ:12

下

保健センター

9:08

14:41

1236

川

西

フ:13

渕

1白

鶴

9:09

1442

口

1237

県立病院前

北

木

フ:14

9:10

14:45

下

新庄駅別

1238

川

^

フ:15

月Ⅱ

田

川口入口

9:1 1

14:46

村公園

町

仲

1239

仲

フ:16

叶

9:14

1447

山

1240

原

新庄駅則

郷野目ストア桧町店

卦

フ:19

泉

9:15

1448

口

川

1241

県立病院前

721

あた

9:16

1449

^

町

12:44

北

8:05

723

川

西

9:17

1450

町

原

町

1245

西

8:09

724

口

北

9:18

1451

^

1246

あた

8:12

726

下

川

10:05

9:19

1454

町

1247

泉

8:15

730

町

10:09

郷野目ストア桧町店

9:20

1455

口

12:48

叶

8:16

734

山

原

仲

10:12

923

1456

、

山

ノι皿フ

川

1249

川口入口

8:17

1340

口

新庄駅則

10:15

9:25

1457

町

1250

8:19

1344

町

県立病院前

10:16

9:27

1458

イ丁

下

12:53

を鳥

8:21

1347

村公園

10:17

9:28

県立病院前

1459

口

1255

保健センター

824

1350

町

新庄駅前

10:19

9:29

15:00

田

1257

役

825

1351

1021

932

仲

1503

1258

826

1352

936

1024

川

1505

里マ

場

1259

新

827

1354

939

1025

北

1507

13:02

f又

8:28

1356

1600

原

1026

1508

西

^

月U

1306

中

8:29

d359

町

1604

何

10:27

あた

1509

木

1309

ノ

831

旧中渡保育所前

14:00

町

1608

10:28

泉

15:12

渕

18:00

清

833

14:01

口

16:10

1029

15:16

叶

下

18:04

/」、

834

14:02

山

16:1 1

川

1031

15:19

川口入口

渡

水

18:08

羽根沢本村

835

1403

町

16:13

1033

川

和

18:10

:^
ノ上皿

836

14:04

下

16:15

1034

向居入口

田

18:1 1

羽根沢

837

1406

泉入口

口

16:18

1035

口

上

田

18:13

838

14:08

16:19

1036

太陽館前

18:15

839

14:09

橋

1620

大

1037

役

ノ皿1

18:18

842

14:10

1621

1038

泉

18:19

8:43

14:1 1

渕

1622

1笏

1039

新

1820

844

14:12

1623

10:42

段

1821

14:13

^

1624

10:43

中

1822

14:14

木

1625

10:44

ノ

旧中渡保育所前

1823

14:17

渕

1628

1824

14:18

下

1629

/」、

1825

14:19

渡

1630

水

羽根沢本村

1828

1631

和

ミ日
ノⅡ五

18:29

田

1632

羽根沢温泉

泉入口

1830

田

1633

1831

1634

1832

1637

1833

1638

1834

1639

1837

1838

1839

高

、

ノ

こ

真

高

こ

主
月

農

温

真

真

主
月

農

ご

真

高

ご

高



鮭川村「でんわで予約バス」のお知らせ

村内行き

3年4月1日からの鮭川村「でんわで予約バス」運行について下記のとおりお知らせいたします。

でんわで

の

パスの乗り

です。
ること困艦な詩
の際に「パス内で

55-ZZ50
に^して

r桑るパス停」「降'1る
パス停」 r乗る」
「る人敬」考伝え赤す。

予約受付時間:利用日前日の午前9時~午後4時
※受付は平日(祝日、年末年始除く)になります。

でしす。
のパス内でできす。

望」とお伝えください。

※1 他のお客さんと乗合が基本です。マナーを守った乗車をお願いします。
※2 迂回をすることがあるため発時刻にずれが生じる場合があります。
※3 お急ぎの揚合や到着時間の指定・発所以外の乗降を希望される方はタクシー利用等を粘願いします。
※4 予約は受付時間内のみです。留守電等では受付できませんのでご了承ください。

※※5 会員登録の方法については住民税務課または新庄送サービスに北問い合わせください。

(新庄市内、真室川町内行き)利用料金:600円村外行き
※70歳以上の方は100円割引。身体がい者手・療育手・精神福祉手帳を粘持ちの方は半額になります。

(保険証、対象となる手帳の提示を粘願いする口があります。)
予約時周:日午綾4時底で

室j"町内便1.新庄市内便 2.

運行日:平日(月~金曜田※祝日、※祝日、年末年始を除く運行日:平日明~金曜田
【鮒"村役場から新庄市内へ】 【鮒"キす役場から劃"町内へ】1新庄市内から"村役

午前便午前便 午後便

留所・発着所発車・到時刻時刻停留所・発着所停留所・発着所発車・到時刻 発,到

鮭川村役場立新庄病川村 8:3012:30 14:008:30

予者自宅付近予約者自宅付近
庄駅前 12:32 14・02

所

予約者自宅付近
立真川病院新庄駅前 9:289:28

川村役県立庄病院前 真室川駅13:309:30 15:00 9:30

.

「るパス停」に
パスが来る^
訊伝えし惨す。

.

..

3

^

パスが寮る^
近くなっ毒月
パス停にしょ
う。

0 村内のバス停どこでも利用料金:200円
※ 70歳以上の方、身体がい者手帳・療育手帳・精神保福祉手をお持ちの方は
料金が100円になります。(保険証、対象となる手帳の提示をお願いする場合があり
ます。)

予約受付時陶:午便予約日午後4時俸で
午綾便予約当日正午底で

運行日:平日(月~金曜日)※祝口、年末年始を除く
【村内パス停力喝予約者^の村内パス停へ】

.

候
30

11:00

停留所・発所

真室j"駅 12:30

町立真室川病院 14:0212:32

予約者自宅付近
所

鮭川村役場 15:0013:30

0お問い合わせ:鮒"村住民税務課危機管理室

TEL:55-2111 (内線113

午後便

役場発時

午前便

15:00

13

年末年始を除く
【劃"町内から鯏"キt役場へ】

午後便

発・到時刻

14:00

場発車時1

14:00

17:30

行時間は役揚発車時刻から1時間を見込んでいます。

008

スビ1

.

.



例① 下厶馬河パスから役

ービス

55-ZZ50
に して

パス停」から
パス停」窪で

「Z人」で「望する
」を伝え佳す.

でんわで予約パスの活用例

役場に
行きたいなー

時麹用.11
ができ疹す。

員か
るパス停にパスが着く

をホ伝えし塵す。
楽憾'1便も由要でれ
靜にホ伝えくさ
い

..

例②

前パス

3

00便で下馬河から役堤前へ。 13:00 で役

..

上大渕西パス

ービス

55-ZZ50
に^して

「 パス停」月
「^」密で「Z人」
で「望する」を伝
え佳す.

まで

予約し彪
く巷っだらパス停に出

しょ 0

楽の徐^
が10分前稜すれる堤
合があり惨す。

0活用例

自宅へる@)^い、
9:00便で自宅付近バス停から保健センターバス停で下車し佐藤
医院へ。1'1:00便で保健センターバス停から自宅付近バス停ま
で行き帰宅。

目^で下車しす。

新庄病腕に

行きたいなー

候

から新庄病院前パス

3^員か月乗
るパス停にパスが著く

考宙伝えしす。
寮帰'1便も血要で衣れ
惨^に訊伝えくださ

..

@ホの^の家人宅へ'1、する。
村内13:00便で自宅付近バスから木の根坂バス停で下車。
5:00便で木の根坂バス停から自宅付近バスで下車し帰宅。

から下絵馬河へること

い。

..

③役でを提出し、 する。

9:00便で自宅付近バス停から役場前バスで下車。11:00便
で役場前バス停から自宅付近バスで下車し帰宅。

※あくまで一例です。利用の際は電話受付員にご相談ください。

予約し記時陣が近
くなっ紅月パス停に出
春しょう。

楽の徐
が10分前後すれ愚堤
合がありす.

ぎで(※真室川町へも同様に向かうことができます。)

4 釧1附^で路鞍
パスに桑"継疹す.

でんわで予約
パス

パス

φ

帰

゛
L L

"

「
「



表5 地域公共交通確保維持改善事業を行う地域の概要

市区町村名

人口集中地区以外

鮭川村

交通不便地域等

交通不便地域等の内訳

人口

人口

(単位:人)

4317

屯臥公夬父週at圓、工也璃公六父週不1」使1冒達矢力也云T圓、工包以廉各理込ワ一に人継栃矢力也云T圓Uノ束疋

年月日及び

4317

ι去仰'

4317

ム

対象地区

山形県地域公共交通計画

村内全域

計画名

(1)記載要領

1.人口は最新の国勢調査結果を基に記載すること。ただし、地方運輸局長等が指定する
交通不便地域の場合は、申請する年度の前年度の3月末現在の住民基本台帳を基に
記載すること。

2.「人口集中地区以外」の欄は、国勢調査結果により設定された人口集中地区に該当し
ない地区の人口を記載すること。

3.「交通不便地域等」の欄は、地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱(以
下、「交付要綱」という。)の別表7(ハ②(1))に記載のある過疎地域の人口、交付要
綱別表7(ハ②(2)(実施要領の2.(1)⑪))に基づき地方運輸局長等が指定する交通
不便地域の人口及び交付要綱別表フリに基づき地方運輸局長等が認める地域の合計
(重複する場合を除く)を記載すること。

4.「対象地区」の欄には、当該市町村の一部が交付要綱別表7(ハ②(1))に掲げる法律
(根拠法)に基づき地域指定されている場合に、根拠法ビとに当該区域の旧市町村名
等を記載すること。また、地方運輸局長等が指定する交通不便地域等が存在する場
合には、該当する区域名を記載すること。

5.「根拠法」の欄は、交通不便地域を地方運輸局長等が指定した場合は、「局長指定」と
記載すること。また、乗用タクシー以外での輸送が著しく困難であるものとして地方運
輸局長等が認めた場合は、「局長指定(乗用)」と記載すること。

6.「特例適用開始年度」の欄は、地域公共交通利便増進実施計画又は地域旅客運送
サービス継続実施計画を策定し、利便増進特例又は運送継続特例を適用する場合に
記載すること。

過疎法第2条第1項

根拠法

策定年月日

令和3年3月

特例適用開始年度

(2)添付書類
1.「人口集中地区以外の地区」及び「交通不便地域等」の区分が分かる地図を添付すること。

け二だし、全域が交通不便地域等となる場合には省略可)


